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平成 28 年度診療報酬改定に関する 1 号側（支払側）の基本的考え方 

 

 

○ わが国は、急速な高齢化の進展に伴い、医療費は増加の一途を辿り、25 年

度にはついに国民医療費が 40 兆円を超えた。今後、一段と高齢化が加速す

る中にあっては、さらなる増加は避けられない状況にある。 

 

○ 国内経済は、足もとでは緩やかな回復基調が続いているものの、政府の掲

げる強い経済の実現には未だ道半ばである。医療費を含めた国民の社会保

障費負担の増加を抑制しなければ、労働者の手取賃金の伸びが抑えられ、

消費の下押し要因となるほか、企業においても事業コストの増大に直結す

ることから、国内外からの投資が減退し、経済成長が大きく鈍化するので

はないかと懸念される。 

 

○ このような背景から、政府はいわゆる「骨太方針 2015」において、社会保

険料を含む国民の負担増は極力抑制するとの方向性の中で「社会保障関係

費の伸びを、高齢化による増加分と消費税率引き上げとあわせ行う充実等

に相当する水準におさめること」を目指すこととしている。 

 

○ 医療保険者の財政は、保険料収入の伸びを上回る医療費の伸びに加え、高

齢者医療制度に対する支援金・納付金の増大などにより深刻な状況に陥っ

ている。被用者保険では、20 年度の現行制度創設以降、大幅な保険料率の
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引き上げを余儀なくされ、被保険者に重い負担を求めることで、財政危機

をしのいでいるが、今後さらなる引き上げも懸念される。また、国民健康

保険においても、依然として財政状況は窮迫しており、今次法改正により

財政運営主体等の見直しとともに消費税財源を用いて財政支援の拡大措置

がとられた。 

 

○ 一方、先日公表された医療経済実態調査結果では、一部の病院の経営状況

にやや悪化の傾向は見られるものの、医療機関等の経営は全体としては中

期的におおむね堅調に推移していると見られる。足もとで賃金・物価に改

善傾向が見られるとしても、長年に亘り賃金・物価の伸びを上回る診療報

酬改定が行われてきていることを考慮すれば、次期改定において患者負担

や保険料負担の増加につながる診療報酬の引き上げを行うことは、到底、

国民の理解と納得が得られないものと考える。 

 

○ このため、28 年度改定において診療報酬はマイナス改定とすべきである。

併せて、26 年度改定と同様に薬価・特定保険医療材料改定分（引き下げ分）

を診療報酬本体に充当せず、国民に還元する必要がある。 

 

○ 28 年度改定にあたっては、医療機能に応じた入院医療の評価として急性期

をはじめ患者の状態像に応じた適切な評価や在宅医療の充実を図るほか、

医薬品等への費用対効果評価の導入、いわゆる「かかりつけ薬剤師」の機

能の発揮などによる残薬解消や多剤投与の是正、調剤報酬の適正化、新た

な目標を踏まえた後発医薬品の使用促進など、全体として効率的で質の高

い医療提供体制の構築と医療費の適正化を図っていくことを基本方針とす

べきである。また、その中で前回改定において重点的に取り組んだ入院お

よび外来医療の機能分化・強化、連携の推進、長期入院の適正化、主治医

機能の強化などの効果を検証し、さらに促進するための施策を講じるべき

である。 

 

○ なお、患者の視点に立った報酬体系を目指し、限られた財源を効率的かつ

効果的に配分する必要があることから、個別項目については、今後の審議

の進捗状況も踏まえ、改めて意見を提示することとしたい。 
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